
藤環　第４号 種別 工事

建 設 工 事 名

建設工事場所

概　　　要

業　　　種

発　注　課

着　手　日 平成30年８月24日（金） 完了予定日 平成31年２月28日（木）

契 約 先 名 称

契 約 先 住 所

契　約　金　額

変 更 後 金 額 変更契約日

変　更　理　由

変更後完了予定日

契約締結済み内容

見積合わせ番号

工事内容

平成30年度　藤枝環境管理センターし尿処理設備定期整備工事

藤枝市善左衛門地内

　　　藤枝環境管理センターを常に安定稼働させるための定期整備工事。

　　　前処理設備、膜分離高負荷脱窒素処理設備、活性炭吸着塔設備、

　　　脱臭設備、汚泥焼却設備、電気設備等、設備機器の点検、清掃及び

　　　部品交換等の整備。

清掃施設工事

新環境管理センター整備課

変更契約

関係事項

契約関係

事　　　項

随 意 契 約 の

相 手 方 選 定

理　　　　　　由

水ing㈱横浜支店

神奈川県横浜市中区本町二丁目22番地

99,360,000円

（１）当該施設は、その設置工事を施工したプラントメーカー独自のノウハウが

盛り込まれた特殊機器で構成されている。その性能を発揮するためには、シス

テム全体の一体的な機能が確保されなければならず、補修工事においては、

既存施設の構造、性能に精通した業者に請け負わせる必要があり、他の業者

が整備、改修工事を行うことは極めて困難である。

（２）当該施設は処理能力一杯で運転されており、住民生活への影響を避ける

ため工事による施設の停止期間は最小限にとどめる必要があるので、限られ

た期間内で工事を施工するには、当該施設の構造や機能等に精通した業者

でなければならない。

適用法令:地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による。


